
    

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 12月青森県東方沖地震災

害義援金における受付窓口について

 

令和 7年 12月 8日の青森県東方沖地震

により、青森県内の 12 市町村に災害救助

法が適用されました。 

そこで岩内町共同募金委員会（岩内町社

※この義援金は、所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条第３項第１号に規定する 

「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当します。 

 


